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（１）対象期間 平成３１年４月～令和２年３月 

（２）対象範囲 市役所本庁舎、支所庁舎（諸富・大和・富士・三瀬・川副・東与賀・久保田）、図書館、

青少年センター、清掃工場、下水浄化センター、衛生センター、交通局、上下水道局、

富士大和温泉病院など（指定管理者制度導入施設を含む） 

（３）対象者  全職員（嘱託職員や日日雇用職員等を含む） 

（４）取組状況 各課共通の取組み目標である、コピー用紙購入量は購入のタイミングがずれ込んだものが

見受けられ、微増となりました。職場排出物の抑制については、おおむね横ばいとなった

ものの、病院の有害ごみを計上し始めたため、全体的に増加となっています。ガソリン使

用量は使用が抑制され、前年比減となりました。施設におけるエネルギー（電気、ガス等）

の使用量は、おおむね削減できました。 

【廃棄物の排出抑制】 

・ 個人ごみ箱の撤去 

・ 紙のリサイクル 

・ 分別回収の徹底 

【紙の使用抑制】 

・ 両面コピー・両面印刷の徹底 

・ 裏紙の利用促進 

・ 庁内 LAN等による資料の共有化 

「環境マネジメントシステム」って何？ 

 組織が環境改善の方針や目標を設定し、継続的に環境保全
に向け取り組んでいくための計画・体制・手続き等の仕組み
を「環境マネジメントシステム」といいます。 
代表的なものに、国際標準化機構が制定した国際規格であ

る「ISO14001」や環境省が作成した「エコアクション 21」
などがあります。 

 佐賀市は、率先して環境に配慮した活動を行うため

に平成 14 年３月に環境マネジメントシステム

（ISO14001）の認証を取得し、継続的な取り組みを

実施するとともに、市内の事業所にも環境マネジメン

トシステムの導入を呼びかけてきました。 

 平成 22年度からは、佐賀市独自の環境マネジメント

システムを運用し、更に取り組みを進めています。 

【 都市ガスの使用抑制】 

・ 給湯の適正管理 

・ 冷温水発生器・風呂用ボイラーの

定期的メンテナンス 

【省資源行動の推進】 

・ 事務用品の共有化 

・ マイバックの持参 

・ グリーン購入の推進 

【水道水の使用抑制】 

・ 水道水圧の適正管理 

・ 日常の節水励行 

【電気の使用抑制】 

・ 不使用電気機器の電源切り 

・ 空調の適正運転（冷房 28℃、暖房 20℃） 

・ クール・ビズ、ウォーム・ビズの実施 

・ 昼休みの消灯 

・ エレベーターの使用自粛（上下 3階以内は階段使用） 

・ 残業時の照明の最小限化 

【ガソリン・軽油の使用抑制】 

・ 通勤時のマイカー使用の抑制（自粛） 

・ 近距離の庁用自動車の使用抑制 

・ 相乗りの励行 

・ エコドライブの徹底（アイドリングストップの実施など） 

・ 公共交通機関の利用 

【事業による環境負荷の低減】 ・イベント開催時の環境配慮 ・公共工事の環境配慮 

職場のごみは

13 種類に分

別しています 

 

裏紙利用の紙

と両面使用済

の紙は分けて

います 

 

    環境マネジメントシステム 環境の保全等に関して 

講じた施策の実施状況 

佐賀市環境マネジメントシステムにおける主な環境保全活動 

令和元年度の取り組み結果 
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◆施設におけるエネルギーの使用に伴う温室効果ガスの排出について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28 H29 H30 H31 H28 H29 H30 H31 H28 H29 H30 H31

九州電力（kWh) 24,957,364 22,204,943 21,738,226 21,963,259 0.509 0.462 0.438 0.319 12,703 10,259 9,521 7,006

荏原環境プラント(kWh） 13,804,386 16,112,242 16,053,661 15,628,660 0.163 0.081 0.192 0.232 2,250 1,305 3,082 3,626

イーレックス(kWh） 574,467 518,414 544,973 662,316 0.555 0.501 0.539 0.416 319 260 294 276

日本テクノ(kWh) 106,268 306,777 295,029 302,715 0.358 0.401 0.366 0.343 38 123 108 104

伊藤忠エネクス(kWh） 85,087 160,966 181,246 0 0.489 0.570 0.527 0.199 42 92 96 0

エネット(kWh） 0 0 0 0 0.418 0.405 0.423 0.423 0 0 0 0

購入電力量(kWh) 39,527,572 39,303,342 38,813,135 38,556,950 15,352 12,039 13,101 11,012

自家発電（kWh) 19,627,378 19,745,487 19,275,081 18,887,140 0 0 0 0 0 0 0 0

使用電力量(kWh) 59,154,950 59,048,829 58,088,216 57,444,090 15,352 12,039 13,101 11,012

灯油(㍑） 284,908 321,665 307,338 230,595 2.49 2.49 2.49 2.49 709 801 765 574

軽油(㍑） 2,304 4,411 3,817 3,596 2.58 2.58 2.58 2.58 6 11 10 9

Ａ重油(㍑） 321,580 355,850 391,723 421,892 2.71 2.71 2.71 2.71 871 964 1,062 1,143

ＬＰガス(kg) 228,358 217,063 211,338 204,869 3.00 3.00 3.00 3.00 685 651 634 615

都市ガス(m3) 514,620 532,496 493,962 441,266 2.16 2.16 2.16 2.16 1,112 1,150 1,067 953

18,735 15,616 16,639 14,306

使用量
(A)

排出係数
(B)

温室効果ガス排出量(ｔ-CO2)

(A)×(B)×0.001

電
気
の
使
用

燃
料
の
使
用

合計

持続可能な社会を構築するためには、あらゆる主体が積極的に環境への取り組みを行うことが必要で

す。事業者は製品・サービスを含む全ての事業活動の中に、省エネルギー、省資源、廃棄物削減等の取り

組みを行うことが求められています。 

佐賀市では、市内事業所に対して環境マネジメントシステムを普及するため、エコアクション２１の 

認証を初めて取得する市内の事業者に取得経費の一部を助成しています。 

 

◇ 排出量算定方法   

温室効果ガス排出量=活動量×排出係数 

※排出係数は「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の事務及び事業に係る実行計画策定マニュアル及び 

温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン」に基づいて算出しています。 

※各年度における電気の排出係数は、前年度の排出係数を使用しています。 

    環境マネジメントシステム 環境の保全等に関して 

講じた施策の実施状況 

 
「エコアクション 21」って何？ 
 
エコアクション２１は、全ての事業者が、環境への取り組みを効果的、効率的に行うことを目的に、環境に取り

組む仕組みを作り、取り組みを行い、それらを継続的に改善し、その結果を社会に公表するための方法について、
環境省が策定したガイドラインです。 
 エコアクション２１ガイドラインに基づき、取り組みを行う事業者を、審査し、認証・登録する制度が、エコア
クション２１認証・登録制度です。 
エコアクション２１は、環境マネジメントシステム、環境パフォーマンス評価及び環境報告をひとつに統合した

ものであり、エコアクション２１に取り組むことにより、中小事業者でも自主的・積極的な環境配慮に対する取組
が展開でき、かつその取組結果を「環境活動レポート」として取りまとめて公表できるように工夫されています。 

エコアクション２１の普及促進 


